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Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

図書購入費 13,514 12,000 12,000 11,487 11,510 6,000 6,000 7,100 6,000 6,000 6,000

電子書籍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600 1,600

雑誌・新聞代 3,985 4,000 4,000 3,909 3,916 3,916 3,954 2,928 3,213 1,950 2,006
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① 専任職員１人当人口

人

＊ 人口段階1.5万人以上2万人未満の市区町村立図書館の平均は8千人
＊ 専任職員実数第1位は、長洲町（熊本県）の5人

② 人口１人当蔵書数

冊

＊ 人口段階1.5万人以上2万人未満の市区町村立図書館の平均は6.1冊
＊ 蔵書冊数実数第1位は、みやこ町（福岡県）の237,000冊

③ 人口１人当購入冊数

冊

＊ 人口段階1.5万人以上2万人未満の市区町村立図書館の平均は0.152冊
＊ 購入実数第1位は、遠軽町（北海道）の6,586冊

④ 人口１人当資料費予算額

円

＊ 人口段階1.5万人以上2万人未満の市区町村立図書館の平均は344円
＊ 予算実数第1位は、基山町（佐賀県）の1,294円

⑤ 登録率（町内登録者）

％

⑥ 人口１人当貸出数

冊

＊ 人口段階1.5万人以上2万人未満の市区町村立図書館の平均は4.25冊
＊ 貸出実数第1位は、基山町（佐賀県）の259,000冊

【参考資料】『日本の図書館－統計と名簿　2023』日本図書館協会　2024.3発行
※調査基準日は、R4.4.1

100
（人口） 17,891

5.15 （貸出数） 92,107

（人口） 17,891

36.43 （町内登録者数） 6,518
×

534 （資料費予算額） 9,550

（人口） 17,891

0.161 （購入冊数） 2,879

（人口） 17,891

12.26 （蔵書数） 219,297

（人口） 17,891

17,891 （人口） 17,891

（専任職員数） 1
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○みやこ町図書館条例 
平成１８年３月２０日 

条例第１０５号 
（設置） 

第１条 ひとりひとりの個人の知る自由を保障し、時を超えて蓄えられた図書館資料や情報を図書館が
提供し、需要を把握するとともに、その機能と活動によって、自らが学び成長するとともに潤いのあ
る生活文化を創造し、町の自然と風土や歴史がいきる豊かで住みよい町づくりに資するため、図書館
法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）の規定に基づき、みやこ町図書館（以下「図
書館」という。）を設置する。 
（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 
（１） 名称 みやこ町図書館 
（２） 位置 みやこ町豊津１１２２番地１２ 
（構成） 

第３条 図書館は、本館、分室及び移動図書館等の組織網によって構成する。 
（管理及び運営） 

第４条 図書館の管理及び運営は、みやこ町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行う。 
（職員） 

第５条 図書館には館長、司書その他必要な職員を置く。 
（利用者の秘密を守る義務） 

第６条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人に関する情報を漏らしてはならな
い。 
（図書館協議会） 

第７条 法第１４条の規定により、図書館にみやこ町図書館協議会（以下「協議会」という。）を設置
する。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者の中か
ら、教育委員会が任命する。 
（１） 学校教育関係者 
（２） 社会教育関係者 
（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 
（４） 学識経験のある者 
（５） 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

４ 協議会の運営その他協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定め
る。 

附 則 
この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２３日条例第１４号） 
（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前のみやこ町図書館協議会規則（平成１８年みやこ町教育委員会規則
第２８号）第３条第２項の規定により任命されている委員は、改正後のみやこ町図書館条例第７条第
２項の規定により任命された委員とみなす。 

附 則（令和４年９月２１日条例第１９号） 
この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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○みやこ町図書館規則 
平成１８年３月２０日 

教育委員会規則第２６号 
（趣旨） 

第１条 この規則は、みやこ町図書館条例（平成１８年みやこ町条例第１０５号）第８条の規定に基づ
き、みやこ町図書館（以下「図書館」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（業務） 

第２条 図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条の規定により、次の業務を行う。 
（１） 図書館資料（以下「資料」という。）の収集、整理及び保存 
（２） 読書案内及び予約を含む資料の貸出し（以下「貸出し」という。） 
（３） 調査、研究等への援助 
（４） 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供 
（５） 資料に関する町民の要求を高め、広めるための読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映画会、

資料展示会等の主催及びその奨励 
（６） 分室及び移動図書館の運営 
（７） 児童に対する読書啓発と利用援助 
（８） 障害者等図書館利用にハンディキャップを持つ人たちに対する利用援助 
（９） 他の公共図書館、学校図書館等との相互貸借及び相互協力業務の推進 
（１０） 学校、博物館、公民館、研究所等との連携及び協力 
（１１） 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動等の促進 
（１２） 集会室等の提供 
（１３） 図書館の広報及び情報誌の発行 
（１４） 前各号に掲げる業務のほか、図書館の目的達成のために必要な業務 
（分室の名称及び位置） 

第３条 前条第６号の分室の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

みやこ町図書館犀川分室 みやこ町犀川古川５０番地 みやこ町コミュニティセンター内 

みやこ町図書館勝山分室 みやこ町勝山黒田８６番地１ みやこ町総合文化センター内 

（資料の選定及び除籍） 
第４条 館長は、資料の収集及び保存に当たって思想的、宗教的及び政治的中立の観点を堅持し、幅広

く資料を選定及び除籍するように努めなければならない。 
（報告） 

第５条 館長は、年間の業務、事業の状況について、毎年度教育長に報告しなければならない。 
（開館時間） 

第６条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認
を得て、これを変更することができる。 

名称 開館時間 

みやこ町図書館 午前１０時から午後６時まで 

みやこ町図書館犀川分室 午後零時３０分から午後５時まで 

みやこ町図書館勝山分室 午後零時３０分から午後５時まで 

（休館日） 
第７条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは教育長の承認

を得て、これを変更又は臨時に休館することができる。 
（１） 毎週月曜日 
（２） 館内整理日（毎月最終木曜日） 
（３） 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日） 
（４） 蔵書点検期間（年間１０日以内） 
（利用者の心得） 

第８条 図書館の利用者は、次の事項を守らなければならない。 
（１） 図書館内では喫煙又は飲食をしないこと。 
（２） 許可なく物品を展示し、又は販売をしないこと。 
（３） 他人に迷惑をかけ、公の秩序を乱し、風紀を乱さないこと。 
（４） 前３号に掲げるもののほか、管理運営上の必要から館長の指示に従うこと。 
（利用の制限） 

第９条 館長は、この規則又は館長の指示に従わないものに対して、資料及び施設の利用を一時停止
し、又は禁止することができる。 
（損害の弁償） 
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第１０条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、資料又は設備器具等（以下「資料等」とい
う。）を紛失し、汚損し、又は破損したときには、速やかに図書館資料等事故届（様式第１号）を館
長に提出し、紛失し、汚損し、又は破損した資料等と同一の資料等を納入しなければならない。ただ
し、当該資料等に相当する価格の納入をもってこれに代えることができる。 

２ 前項の場合において、館長は、利用者が資料等の弁償を行ったときは、受領書（様式第２号）を発
行するものとする。同項ただし書きの規定により代金を納入した場合についても、同様とする。 
（弁償の免除） 

第１１条 館長は、前条の規定にかかわらず、資料の汚損、破損又は紛失の理由が次の各号のいずれか
に該当する場合には、弁償を免除することができる。ただし、貸出期間を経過したものについては、
この規定を適用しないものとする。 
（１） 天災、火災等により、貸出をした資料が紛失若しくは汚損し、又は破損したことがやむを得

ない理由によるものと認める場合 
（２） ビデオデッキ等による通常の使用において、ビデオテープ等を汚損し、又は破損した場合 
（３） その他館長がやむを得ないと認める場合 

２ 弁償の免除を受けようとする者は、速やかに図書館資料等事故届に弁償免除申請書（様式第２号の
２）及び前項第１号に該当する場合においては、消防署等の公共機関が証明するり災証明書を添付し
て提出し、承認を受けなければならない。 

３ 館長は、前項の申請書を審査し、その結果を弁償免除（承認・不承認）決定通知書（様式第２号の
３）により、申請者に通知するものとする。 
（貸出しの対象者及び手続） 

第１２条 資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。 
（１） 町内に住所を有する者 
（２） 町内に所在する職場に勤務する者 
（３） 町内に所在する学校に就学する者 
（４） 福岡県北東部地方拠点都市地域整備推進協議会公立図書館等の広域利用該当市町村に住所を

有する者 
（５） 京築連帯アメニティ都市圏内公共図書館等の広域利用該当市町村に住所を有する者 
（６） その他館長が特に適当と認めた者 

２ 貸出しを受けようとする者は、図書館利用者カード申込書（様式第３号）を提出してみやこ町図書
館利用者カード（以下「利用者カード」という。様式第４号）の交付を受け、これにより貸出しを申
し込まなければならない。 

３ 利用者カードの有効期間は、発行日から３年間とする。ただし、館長が特に認めたときは、期間を
延長することができる。 

４ 図書館利用者カード申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに図書館利用者カード申込記
載事項変更届（様式第５号）を館長に届け出なければならない。 
（利用者カードの紛失等の届出） 

第１３条 利用者カードを紛失し、又は損傷したときは、速やかに利用者カード紛失（損傷）届（様式
第６号）を館長に届け出なければならない。 

２ 利用者カードの再発行に伴う費用は、５０円とし、当該再発行を受けた利用者が負担する。 
３ 利用者カードが当該利用者カードの登録をしている者本人以外によって利用され、損害が生じた場

合、その責めは、当該登録をしている者本人に帰するものとする。 
（貸出数及び期間） 

第１４条 資料の個人貸出しに係る貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と
認めたときは、その冊数又は点数及び期間を別に指定することができる。 
（１） 図書及び雑誌の貸出しは、１人２０冊以内とし、貸出期間は、１５日間とする。 
（２） 視聴覚資料の貸出しは、１人４点以内とし、貸出期間は、１５日間とする。 

２ 貸出期間の延長は、予約のない資料に限り、貸出日から３０日間を限度として認める。 
（督促） 

第１５条 館長は、資料の貸出しを受けた者が貸出期間を経過しても返却しないときは、電話による催
告又は書面による督促を行うものとする。 

２ 資料の貸出しを受けた者が貸出期間を経過し督促を受け、督促後１０日以内に返納しないときは資
料を紛失したものとみなし、第１０条の規定を適用し、弁償を求めるものとする。 
（貸出しの制限） 

第１６条 資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、館長が指定する資料については、制
限することができる。 

２ 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は、資料の貸出しを禁止することが
できる。 
（団体貸出し） 
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第１７条 図書館は、学校、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書の貸
出しを行うことができる。 

２ 図書の貸出しを受けようとする団体は、団体利用申込書（様式第７号）を提出して利用者カードの
交付を受け、これにより申し込まなければならない。 

３ 団体貸出し用の利用者カードの有効期間は、発行日から１年間とする。 
４ 図書の貸出期間は、１月以内とし、同時に貸出しを受けることのできる冊数は、１団体２００冊以

内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。 
（登録の削除） 

第１８条 館長は、第１２条又は前条の規定により利用者カードの登録をしている者及び団体で、次に
該当すると認められるときは、その登録を削除することができる。 
（１） ５年以上資料の貸出しがない場合 
（２） 登録者本人が死亡した場合 
（移動図書館） 

第１９条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。 
２ 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。 

（図書館の集会室等の利用） 
第２０条 集会室・ギャラリー・視聴覚室は、図書館活動を推進させる目的のため、会合及び催物に利

用することができる。 
２ 集会室等を利用しようとするものは、あらかじめ集会室・ギャラリー・視聴覚室・展示ケース利用

申込書（様式第８号）を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 
３ 館長は、前項の許可をする際に条件を付することができる。 

（図書館の集会室等利用の制限） 
第２１条 館長は、次に該当すると認められるときには、利用を許可せず、又は利用を取り消し、若し

くは制限することができる。 
（１） 営利を目的とするとき。 
（２） 利用者がこの規則に違反したとき。 
（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

掲げる暴力団、その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる
と認めたとき。 

（４） 館長が図書館管理及び運営上特に必要と認めたとき。 
（図書館資料の複写） 

第２２条 図書館において、利用者が資料の複写を求めたときには、著作権法（昭和４５年法律第４８
号）第３１条に規定する範囲内においてこれを行う。複写に要する費用は、利用者の負担とする。 

２ 前項に規定する費用は、次の表に掲げるとおりとする。 

種類 単価（１枚当たり） 

モノクロコピー １０円

カラーコピー A３判 ８０円

上記以外のサイズ ５０円

（寄贈及び寄託） 
第２３条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。 
２ 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、館長に名称、数量、価格等を明記した図書

館資料寄贈・寄託申込書（様式第９号）を提出するものとする。 
３ 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、事情により特に図

書館が負担することがある。 
４ 寄託を受けた資料は、図書館所蔵のものと同等に取り扱う。だだし、不可抗力の要因により、汚損

又は亡失した場合は、図書館は、その責任を負わない。 
（公の出版物の提出） 

第２４条 町の機関及び学校は、図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる刊行物その他
の資料を４部あて提供しなければならない。 
（その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成１８年３月２０日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の犀川町図書館管理運営規則（平成９年犀川町教育委員

会規則第１号）、勝山町図書館管理運営規則（平成８年勝山町教育委員会規則第９号）又は豊津町立
図書館管理運営規則（平成１３年豊津町教育委員会規則第５号）の規定によりなされた処分、手続そ
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の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
附 則（平成１９年４月１日教委規則第２号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
附 則（平成２０年３月３日教委規則第２号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 
附 則（平成２０年６月２日教委規則第４号） 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 
附 則（平成２２年１月１８日教委規則第１号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則（平成２３年３月２５日教委規則第２号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
附 則（平成２４年３月２８日教委規則第５号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則（平成２７年３月３１日教委規則第１４号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則（平成２８年１月２０日教委規則第２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年２月２４日教委規則第２号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する
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○ みやこ町図書館協議会規則 
平成１８年３月２０日 

教育委員会規則第２８号 
（趣旨） 

第１条 この規則は、みやこ町図書館条例（平成１８年みやこ町条例第１０５号。以下「条例」とい

う。）第７条第４項の規定に基づき、みやこ町図書館協議会（以下「協議会」という。）の運営その

他必要な事項を定めるものとする。 
（所掌事務） 

第２条 協議会は、みやこ町図書館（以下「図書館」という。）の運営に関し、みやこ町図書館長の諮

問に応ずるとともに、図書館が行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べるものとする。 
（委員長及び副委員長） 

第３条 協議会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 
３ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 
（会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集し、委員の半数以上の

出席がなければ、議事を進めることができない。 
２ 会議の議長は、委員長が務める。 

（庶務） 
第５条 協議会の庶務は、図書館において処理する。 

附 則 
この規則は、平成１８年３月２０日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２８日教委規則第４号） 
この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
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